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研究成果の概要（和文）：本研究は、近隣諸国からタイに流入する移民児童の教育・福祉課題解決を解明するこ
とを目的とした。課題に取り組む支援アクターの役割や連携を「人権ネットワーク形成」の視点から分析した。
現地調査を毎年実施した。調査地はバンコク、サムットサコン県だった。調査の結果、移民児童の学校就学は
徐々に増加し、学校とNGOの運営する学習センターとの連携も進みつつあることが明らかになった。つまり、人
権ネットワークの形成が確認できた。また、人権ネットワークはNGOや国際機関の先導によって作られているこ
とも明らかとなった。しかし、移民児童の不就学や地域間格差が未だ存在する。さらに教育内容の未整備も課題
である。
　

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to clarify the education and welfare issues for
 migrant children who flow into Thailand from neighboring countries. We analyzed the issues from the
 viewpoint of "human rights network formation". Field survey was conducted every year. The survey 
site was in Bangkok, Samut Sakon Province. The survey revealed that school enrollment of migrant 
children is gradually increasing, and that the schools and the NGO-running learning centers are 
collaborating with each other. In other words, the formation of a human rights network was gradually
 confirmed. It was also revealed that the human rights network was created under the leadership of 
NGOs and international organizations. However, the situation of immigrant children's out-of-school 
and regional disparities still exist. Furthermore, the undeveloped educational content is also still
 remaining.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
地元NGO（Labor Rights Promotion Network)への調査委託が順調に進み、タイ全国でのNGOの支援実態が明らか
になりつつある。政府の移民児童教育への施策実施は、徐々にではあるが、進んでいることが分かった。
入手した統計資料などから、小学校中学校への外国人児童の就学は徐々に増加していることが現地調査から分か
った。支援実態が明らかになりつつある。政府の移民児童教育への施策実施は、徐々にではあるが、進んでいる
ことが分かった。
入手した統計資料などから、小学校中学校への外国人児童の就学は徐々に増加していることが現地調査から分か
った

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
 タイでは経済発展により、ミャンマー、ラオス、カンボジアなどの隣国からの外国人労働者が
増加している。外国人労働者の増加に伴い、タイに流入する外国人児童も増加し、その数は推定
30 万人を超える。タイの外国人児童たちは、学校不就学、児童労働、人身取引の被害者などの
人権問題と直面している。 
タイ政府は 1992 年に「子どもの権利条約」を批准し、さらに 2003 年「子ども保護法」を制

定し、法的整備を計ってきたが、実際の教育保障はおざなりにされてきた。 
一方、国際機関・国際 NGO は外国人児童の人権保障のために、学習センターの開設、職業訓

練、自立支援などを展開し、アクター間の人権ネットワークが構築されてきた。 
さらに近年、人権への配慮を重視した企業の社会責任活動（CSR）が急速に展開し、企業とい

う新たな支援アクターが人権ネットワークに参入してきた。 
 
これまでの科研調査（2013 年～2016 年度）によって、以下のことが明らかになった。 
(1)国（中央）レベルでは、ニューカマー児童への教育保障、児童労働の廃絶、人身取引被害者

への支援制度が、国際機関（ILO,UNICEF,UNESCO）や国際 NGO など「人権アクター」の主
導により実現されつつある。しかし、政府の対応の遅さ、法律の未整備の問題が残されている。 

(2)地方レベルでは、支援諸機関の連携には地域差が大きい。NGO の影響力も個別地域に限定
されており、プロジェクト終了による予算の打ち切りなどが要因で、効果的な教育・福祉の保障
が困難な状況にある。 

(3)国・地方レベルで、課題解決のために新たな人権アクターとして企業を支援ネットワーク
に取り込む試みがはじまり、異業種間連携によるシナジー効果が今後期待されている。 
 
タイにおける子どもの人権に関する法制度の整備については、これまで国際法学・国際人権研 

究の分野で注目されてきたが、法制度の形式面での研究が主で、制度化過程における国際機関や 
国際 NGO の関与のあり方に着目した法社会学的研究はまだ国内外で希少である。 
そこで本研究では、(1)人権概念の形式化から実質化へのプロセスを詳細に分析する研究、ま

た、(2)途上国で活動する企業団体では、現地の人権に配慮した CSR 推進が重要項目となってき
たことをふまえ、こうした新しい「人権ネットワークの拡大」を視野に入れた研究を企画した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、これまでの調査研究を発展させ、ミャンマー、ラオスなど近隣諸国からタイに流入
する外国人児童の教育課題を明らかにし、課題解決に取り組む支援アクターの役割や連携を「人
権ネットワーク形成」の視点から分析することを目的とする。 
特に本研究では、ニューカマーの中で、ミャンマーとラオスからの移民児童、児童労働者、人

身取引被害者への支援に焦点を当てる。国際機関や NGO が、政府、企業など巻き込み、人権保
障のネットワークを拡大していくプロセスと、そこで生じる課題について詳細に分析する。 
研究目的は次の二つである。 

 (1)ニューカマー児童支援の実態を、学校や NGO プロジェクトの具体的場面で詳細に調査す
ることにより、「人権保障の実質化」という視点から教育課題を解明する。 

(2) 人権ネットワークの拡大過程を「国際機関・国際 NGO が、政府・行政・企業を巻き込む
過程」と捉え、＜国際社会レベル＞＜国レベル＞＜地方レベル＞の 3 次元から分析する。特に
企業が支援アクターとなる連携プロジェクトに着目する。 
  
３．研究の方法 
１．国際社会・国レベル調査では、バンコクの国際機関・国際 NGO・政府機関で資料収集 

：ニューカマー児童のための「就学促進」「児童労働廃絶」「人身取引防止と被害者救済」に  
関する条約、議定書、法令、MOU、規定の総合的調査を実施した。 
 
２．地方レベルの調査では、タイ・ラオスの３カ所に調査拠点を設定し、３年の継続調査を 
実施した。 
・タイ・サムットサコン県：ミャンマー児童の学校就学状況、児童労働者への就学支援の 
実態と支援アクター間の連携と課題の調査を実施した 
・タイ・サムットサコン県：ミャンマー児童の就学促進、児童労働廃絶のための国際機関、NGO、

学校の活動調査。タイ水産加工業者団体によるミャンマー児童への支援に関する調査。 
・タイ・ターク県：ミャンマー児童の学校就学状況、NGO が運営する学習センターの実態と 
支援アクター間の連携と課題の調査を実施した。 

 
 
 
 
 
 



４．研究成果 
タイ現地調査を 3年間、６回実施した(バンコク、サムットサコン県、ターク県、サケーオ県) 
現地調査の結果、以下の成果を得た。 
【ニューカマー児童支援の実態の解明】 

1．教育省の外国人児童への教育施策はきわめて脆弱である。外国人児童の就学促進、カリキュ
ラム整備、特別予算措置、教員配置などほとんど進んでいない。しかし、外国人児童の就学数に
ついてはデーターベース化が進み、近年、就学数は増加している。 
 
２．タイの各県にある基礎教育委員会は、移民児童の受け入れについて積極的な関与はしていな
い。各学校の校長の判断によって、入学が許可されている。そのため、同じ地域にありながら学
校の移民児童受け入れ大きなばらつきがある。 
 
３．ミャンマーとカンボジアと国境を接するタイの諸県では、ＮＧＯが運営する学習センター 
に通学する外国人児童、タイ国立学校に通学する児童が多数存在する。 
前者はタイに短期滞在し、将来ミャンマーへの帰国を考えている家族の児童が通学している。後
者はタイに長期滞在し、将来もタイで暮らす事を考えている家族の児童が通学している。どちら
も教育内容に課題が多い。例：外国人児童のためのカリキュラムがない、標準的カリキュラムが
整備されていない 
 
４．受け入れ実施小学校の受け入れ基準にもばらつきがある。タイ語ができるか、できないかを
受け入れ基準にしている学校が多い。受け入れた後、小学校は移民児童に対して特別な配慮や特
別な指導を行っていない。タイ人児童と同じ教科をタイ語で学習している。 
 
 以上の調査結果から、次の課題解明ができた。 
 
【人権ネットワークの拡大過程の特徴】 
人権アクターを＜国際社会レベル＞＜国レベル＞＜地方レベル＞の 3 次元から分析した。＜国
際社会レベル＞の国際機関（ILO、UNESCO など）、国際 NGO（セーブ・ザ・チルドレン、ワ
ールドエデュケーションなど）の支援関与が大きい。＜国レベル＞の弱い政府の指導力を補う国
際機関、国際 NGO が＜地方レベル＞の地元 NGO や個別学校、さらに民間企業との「人権ネットワ
ーク」を作り、支援している構造となっている。この人権ネットワークの働きによって就学者増
加が生じている。 
 

【外国人児童の人権保障の実態】 
3 年間の調査から外国人児童の教育保障（人権保障）には、地域格差、教育内容・進路問題が

大きいことが分かった。外国人児童の教育保障を実質化するためには、教育内容や教育達成の分
析が欠かせない。特に教育達成（成績、進路）などはいくつかの事例が収集できたが、一般化で
きるまでには至らなかった。外国人児童の学校での教育実態、学業成績の分析が今後の課題であ
る。 
 

【注】 
詳しい研究成果はインターネットによって閲覧できる。 
https://sites.google.com/site/notsu22/（2020 年 5月アップロード予定） 
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